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Abstract
In a society where numerous policy ideas are proposed by central government ministries and 

companies in Japan, the selection and integration of policy proposals are extremely important for 
local governments.　To that end, local governments have systematically developed a Comprehensive 
Plan to improve planning and coordination functions, and promote selection and concentration.　
It seemed that the Policy Integration System of the local government became possible.　Municipalities 
since the latter half of the １９６０s seemed to have established the Japanese local government 
management system by these two mechanisms.

However, the planning and coordination function aimed at policy integration across the entire 
agency has virtually declined, and local government plans have lost the role of policy integration 
as cooperation with the central government progresses.　Municipal Think Tanks have emerged in 
medium-sized cities to replace it.　It is a research Institute for Policy Creation.　The Sasebo City 
Policy Promotion Center is one of them.　It summarizes the issues related to policy integration 
while following the transition of ６ years from the inauguration to the abolition.
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要　旨
おびただしい政策アイデアが中央省庁部局や企業等から提案されている社会にあって、その選択や政

策実施のマネジメントは自治体にとって極めて重要である。そのために、自治体は企画調整機能を整備

し長期的観点からの選択と集中を進める総合計画を策定してきた。それによって自治体の政策統合体制

が可能になったようにみえた。１９６０年代以降のわが国の自治体はこの２つのしくみによって自治体経営

体制が成立したように思われた。

だが、全庁的政策統合を目指す企画調整機能は事実上衰退し、中央省庁との実質的連携が進められる

なかで自治体計画は政策統合の機能を失っていった。それにとって代わるように自治体シンクタンクが

中規模都市において登場した。自治体にとっての政策創造のための研究機構である。佐世保市政策推進

センターはその一つとして期待された。本稿では、政策推進センターの発足から廃止の６年の推移を追

いながら、自治体における政策統合に関する課題をまとめている。
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１．は じ め に

　本論の目的は政策統合という自治体の課題と

自治体シンクタンクあり方の２つのテーマに共

通する文脈をとらえようとするものである。わ

が国における地域経営上の課題が多様化複雑化

するにもかかわらず、政策統合のしくみの総合

計画等による計画行政の集中化や自治体の企画

調整機能の衰退が生じているという状況認識を

立てることにした。その上で、自治体組織とし

ての自治体シンクタンクはその対応方策として

登場しているという仮説をおいた試論である。

　そもそも自治体において市民、地域社会の要

望や地域資源の有効活用等のための政策領域の

統合再編の課題は地域経営上のものである。そ

の際に、政策創造等の手法としてのシンクタン

クは別次元の調査組織として扱われてきた。さ

らに、シンクタンクが自治体内組織の一部とし

て扱われるようになったのは、たかだかこの２０

年である。それを表現する自治体シンクタンク

という用語も古いものではない。

　ここでは佐世保市政策推進センターを検討の

対象としている。この組織は、筆者がその発足

の２０１４年４月から廃止の２０２０年３月までの６年

間をリーダーとして勤務した自治体シンクタン

クである。そこでの活動を踏まえた分析を行う

という点では、本稿は参与観察としての性質を

もつ論稿であって、先行研究等による論点から

の整理を行いにくい。そのため、以下の議論を

研究ノートとしてまとめることとした。

２．自治体経営に向けての政策統合

�　政策在庫の部門組織

　自治体政策には地域経営上のストーリーが必

要である。例えば、一定の政策は地域の安心安

全を保つ防災機能や地域が豊かになるといった

未来像とつながる文脈のストーリーである。そ

のストーリーは多くの要素の連携によって成り

立つのだが、個別要素を集めるだけではできる

ものではない。たとえば、自治体には健康、福

祉、医療、産業、雇用、環境、教育、文化、都

市基盤、防災等に分割された政策要素がある。

これらは多くの政策要素のかたまりであって、

ジャンルごとの研究対象とされてきた。また、

中央省庁等において制度化され各地で実践され

ている。結果として、社会的な政策資源を導く

要素として形成されるということになる。その

ための関連する制度、しくみ、人材、財源もそ

れなりに整備されている。だが、それだけでは

地域経営を進めようとする自治体にとっては単

に政策在庫１）が存在することでしかない。

　東京都下のある市長が政策を統合する２）こと

の必要性を語った。具体的には ICT と教育シス

テムの統合に関することだった。産業、教育、

文化の地域資源を一体的な事業として進めるこ

とだった。その意図はともかく、それぞれの個

別的ジャンルに既得権者等がいるために実践は

容易ではないという認識も語られていた。どう

やら結果として、既存ジャンルの政策は統合さ

れにくいようだ。一見、複数の政策が統合化さ

れているように見えても、形式的な統合にとど

まり、実質的には政策内で分断化していること

が少なくない。そのために、政策が表明されて

いても現実には実施されないことも生じている。

悪いことにその責任を負う部署がわからないと

いうことさえ起きている。

�　企画調整機能

　かつて、自治体には全庁的都市経営のしくみ

としての企画調整機能を担う組織が設けられて

いた３）。政府の想定とは異なる地域政策がつく

られることを可能としていた。たとえば、横浜

市では戦略プロジェクトの立案、高速道路の地

下化、六大事業、宅地開発指導、アーバンデザ

イン等の独自事業が進められた４）。だが、政策

統合をもたらす企画調整機能は徐々に消滅して

いった。横浜市は飛鳥田市長から旧自治省事務

次官の細郷市長に変わった後に、人事及び行政

機能の改変が進められ、徐々に企画調整機能は

消滅したともいわれている。

　その時期以降において、地方分権改革が進め
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られている。そこでは、国と地方の権限関係を

中心とするもので、個々の自治体の都市経営シ

ステムについての本格的改革はなかったといっ

てよい。経営システムの考え方に PDCA サイ

クルがあるが、そのうちのＰ（計画機能）を先

にふれた政策在庫の部門組織に事実上明け渡し、

計画と事業に対するＣ（評価機能）の組織になっ

ていった。本来の企画調整機能は全庁的な PDCA 

サイクルを担って、部門化しがちな政策形成を

統合していくことだったが、それができなくなっ

ている。

　その頃には、企画課、企画調整課という組織

名称は残っていても企画調整機能は全国各地の

自治体から消えていったように思われる。企画

も調整もできない経営システムにおいて企画調

整機能というのはふさわしくない。企画調整機

能の所在についてはここではとりあえず止めて

おく。

�　集権  逆　流        ５）
バックフラッシュ

　企画調整機能を失った自治体はどうなったの

か。実際には、全庁的な計画が増えている。政

策統合において企画調整機能を重視しなくなっ

た自治体にあっても総合計画やテーマ別計画は

策定されている。総合計画は地方自治法の基本

構想の義務付け規定が廃止されてもなお継続さ

れている。同時に、国の法令や通達、要綱等に

よってテーマ別計画の策定が増えていることが

指摘されている６）。

　その理由に２０００年分権改革が挙げられた。国

と自治体は対等・協力の関係であって、機関委

任事務も廃止された。それゆえにこそ、建前と

しては自治体の自治を「計画」に表現し、本音

としては中央省庁部局の政策に従うという方式

がとられたという。東京大学大学院法学研究科

の金井利之教授は国と地方（自治体）の関係が

従来のままであって、このような中での総合計

画というしくみを使った国の政策方針の忖度だ

という７）。金井教授のいう集権逆流という用語

はそれを言い表している。まさに、集権へのバッ

クフラッシュすることで、縦割り化による中央

政府依存による政策統合を進めようとしている

のである。

�　政策統合化の課題

　適切な課題対応のために自治体は複数政策を

統合化する。ここでの統合化とは何か。政策在

庫としての部門組織にある政策とそれぞれの課

題を創り出しているニーズが確認され、それに

つながっている市民、ボランティア、地域団体、

企業等を動員していく。統合化とはそこにある

複数の部門をいったん解体し新たなテーマのた

めにとりまとめ、地域の力にしていくことだと

いってよい。実際の政策上の使われ方でいえば、

地域の国際化や多文化共生を進める社会統合８） 

や狭義の環境対応を軸にしながら環境保全自治

体を構築していく環境政策統合９）がある。本稿

では自治体の地域に対応する政策統合のすべて

を表現するものとして、政策統合化を用いるこ

ととする。

　自治体組織のしくみとしての企画調整機能が

失われ（機能しなくなって）、自治体の総合計

画やテーマ別計画が中央政府への集権化を進め

る手段に使われるようになると、自治体におけ

る政策統合化はどのようにすれば可能なのか。

その検討は大きく分けて、行政的決定と政治的

決定の２つがありうる。前者はすでに冒頭でふ

れた政策在庫の利活用である。政策在庫は部門

別に閉じた存在であって、権限、人事、財源に

おいて縦割り的なものである。それゆえにその

政策の社会的機能も強い。行政的決定はその部

門の力を活用して政策の統合化を目指すことに

なる。具体的な地域の特性に応じて、複数部門

の連携１０） が図られる。だが、部門間連携は当面

の対応は可能であっても、継続しにくいもので

ある。その理由は連携している部門にあって、

部門ごとに課題に対応する手法と熱量が違うこ

とがあげられる。

　後者の政治的決定は首長、議員、地域社会の

有力者によるリーダーシップへの依存によるも
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のが想定される。地域社会においての新しい課

題や都市間競争に勝ち抜く必要性が認識される

なかで、政治的決定依存は高まっているように

思われる。ただ、地域の権力関係や行政内部に

おいてはその決定は有効であろうが、行政と市

民の関係やその両者に係る領域に実践につなが

りにくいというのも現実である。

�　統合化のための新たなしくみの模索

　本来、政策在庫にある政策を個別部局の文脈

をこえ、地域資源や市民性によるまちづくりの

新たな文脈創造こそが政策統合をもたらすもの

であって、その役割を全庁的な企画調整機能や

総合計画が担うものとされてきた。それらが１９６０

年代につくり上げられ、現代では失われている。

皮肉にも分権改革の過程において現代はそれに

代わるものが模索されている段階にあると認識

している。例えば、マニフェストや市長方針等

にそれを見ることができる。これらのしくみは

いずれも政治と行政のはざまにおいて設けられ、

政策在庫としての部門組織が動き出す以前の方

針である。また、自治体の政策決定過程におい

てインフォーマルなものとして、市長指示等が

実施されることで政策の統合化が進められる。

本稿の主題は自治体シンクタンクの機能である。

自治体シンクタンクは行政的統合化というより

も政策的統合化のしくみとしてデザインされ実

行されたと認識したい。以下ではその動向を検

討する。

３．自治体シンクタンクという新しい機能

�　政策研究への期待

　シンクタンクの考え方としくみは１９５０年代に

わが国に導入された。多くはアメリカにおける

政策科学（Policy Science）を基礎に政策を科学

的に研究しようとする風潮に従うものだった。

わが国では官庁行政の縦割りの旧慣を打ち破る

ものとして登場した。それまでの先進国に学ぶ

政策では先細りになるという時代認識に裏付け

られるものだった。

　１９６０年代後半以降には財閥系のシンクタンク

が現れ、問題解決型の政策研究が進められるよ

うになった。１９７４年には国内シンクタンクを束

ねる総合研究開発機構が発足した。この頃、わ

が国の横断的テーマを扱う政策研究が広がった。

この研究の成果はテーマの発見には貢献したが、

官庁による縦割り行政を解体しそれに代わるこ

とはなかった。その結果、国家レベルの政策研

究の成果は政策の統合化につながるものはあま

りなかったように思われる。シンクタンクへの

期待は政策の統合化とブレークスルーを進める

政策提言であったが、実態の多くは課題の整理

と現状分析にとどまっていた。

�　シンクタンクの地域化

　１９７０年代後半になって地域問題への関心が強

ま り、多く の道府県に お い て シ ン ク タ ン ク が発足

している。当時の地方の時代の掛け声に乗って、

地域の課題研究を地域で行うという動きが広がっ

ていた。１９８５年には地方シンクタンク協議会が

大阪を中心に発足し１９９０年代までに東京都を除

く道府県にシンクタンクが発足していた。この

動きにあって地方金融機関の役割は大きかった。

　２０００年前後から自治体シンクタンクを標ぼう

する地方シンクタンクが登場している。具体的

にあげてみると、１９９８年大分県竹田市に「竹田

研究所」（現在は「竹田市観光ツーリズム協会」）、

２０００年に新潟県上越市に「上越市創造行政研究

所」、２００２年に横須賀市に「横須賀市都市政策

研究所」、大阪府豊中市の「とよなか都市創造

研究所」、２００８年に埼玉県戸田市の「戸田市政

策研究所」等がある。これらのシンクタンクは

それぞれの地域情報の分析と広報、地域の政策

研究を独自に企画しその成果をとりまとめてい

る。いわゆる日本的シンクタンクの焼き直しの

活動であった。政策研究の外注によって得られ

るという発想をもって各地の地域社会の動きか

ら自治体が紡ぎ出すという思考への転換のよう

に思えた。

　なお、上越市、草津市、戸田市の３つの自治
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体シンクタンクが音頭をとって、２０１３年１１月か

ら自治体シンクタンク交流会が始まっている。

対応の地域化を基礎に自治体職員を中心とする

シンクタンクが相互に経験を交流するというし

くみである。現在まで大阪府豊中市で７回の交

流会が開催されている。表に示しているように、

佐世保市での開催は２０１６年１１月であった。

　なお、自治体内の狭域コミュニティ等を単位

とする NPO 活動や関係する政策研究のしくみ

もつくられている。自治体のレベルでは活動総

花化しかねないこともあり、特定課題を追い続

けるしくみが研究所やシンクタンクという看板

を掲げていることも少なくない。それは一般に

はコミュニティシンクタンクと言われている。

�　庁外から庁内へ

　国のレベルでも道府県のレベルでもシンクタ

ンクは行政の外側にあった。調査研究機関とし

て、政策機構とは別個のものとして存在した。

行動特性からいっても行政のしくみよりも大学

に近いものとみなされていた。教育システムを

持たない大学と同じようなものと認識されてい

た。実際に、学術的研究者がシンクタンク研究

者になることが多かった。

　さて、２０００年代以降の自治体シンクタンクは

行政の内側への設置が多い。すでに例示した自

治体シンクタンクはすべて庁内の組織である。

その点からは設置が庁外から庁内へというのは

近の自治体シンクタンクの特徴ということに

なる。その背景には、従来のシンクタンクが行

政のことをよく知らないで課題分析を行い、政

策提言をおこなっていたという状況もあった。

委託研究に出しているのに、その内容の整理分

析のほとんどは行政の担当者がとりまとめると

いう実態もみられた。

　庁内での自治体シンクタンク設置の意義とし

ては、政策上の問題点や課題が発見されやすい

し、担当者や関係者のことがわかっているので、
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表１　自治体シンクタンク研究交流会の開催地・期日・テーマ

テ　　　　ー　　　　マ期　日開催地域

○自治体シンクタンクへの期待と職員の心構え
☆１調査研究成果の活用促進策について
☆２自治体職員の政策形成能力の向上への貢献策について

２０１３年１１月
２２日・２３日

新潟県上越市第１回

○これからの地方自治と自治体シンクタンクの役割
☆１自治体シンクタンクにおける調査研究プロセスについて
☆２研究推進のための工夫

２０１４年１１月
７日・８日

滋賀県草津市第２回

○過去が気になるとき、一枚の古文書が語るもの
☆１地方創生に向けた自治体シンクタンクの役割
☆２自治体シンクタンクの人材育成・活用課題

２０１５年１１月
６日・７日

埼玉県戸田市第３回

○官民連携と広域連携における庁内シンクタンク
☆１政策形成おける自治体シンクタンクスタイル
☆２シンクタンク運営に係る人材・組織・予算

２０１６年１１月
４日・５日

長崎県佐世保市第４回

○データから読み取る気象情報
☆１統計データの有効な活用・管理方法について
☆２シンクタンクの意義について

２０１７年１１月
１７日・１８日

埼玉県春日部市第５回

○住めば愉快な宇都宮～１００年先も誇れるまち～
☆１自治体シンクタンクの役割と位置づけ
☆２政策研究における調査研究手法

２０１８年１１月
１６日・１７日

栃木県宇都宮市第６回

〇SDGs から読み解く～これからの自治体シンクタンクに求められる
政策形成能力とは

☆１豊中版 SDGs ワークショップ
☆２グループディスカッション「自治体シンクタンクの存在感や認知

度向上に向けた取り組みについて」

２０１９年１１月
８日・９日

大阪府豊中市第７回

○は基調講演、☆はセッションのテーマ
注：佐世保市政策推進センター（２０１９）２２頁から転載したものに第７回分は筆者が加筆。



政策案がまとめやすいということである。それ

で進められるのであれば、庁内設置は誠に望ま

しいということになる。その一方で庁内設置の

問題点としては、シンクタンクが意思決定に係

わらないということから、結果として据え置か

れてしまうという現実がある。庁内設置の自治

体シンクタンクは企画セクションに置かれると

しても、調査研究の専門部署として位置づけら

れ、政策決定の意思決定に係わらないことが少

なくない。結果して、自治体シンクタンクは調

査研究機能を担うものの、職員研究の枠組みと

して進められるということが多い。

４．政策推進センターの６年

�　佐世保市の庁内シンクタンク

　佐世保市は２０１４年４月１日に佐世保市政策推

進センター（以下、政策センターと略説する）

を発足させた。佐世保市における政策研究を行

う組織が初めて設けられた。その制度化のねら

いは必ずしもはっきりしていない。規定上では

これからの市民意識の把握、総合計画策定、全

市的経営戦略、広域的政策推進等であった。こ

れらは市政全般の政策推進を想定したものであっ

た。設置の動きや表３に示している事務分掌か

らみても、政策センターはまさに庁内シンクタ

ンクであった。

　組織機構上の政策センターは企画部政策経営

課内に置かれた。また、体制はセンター長、主

任研究員、研究員の各１名の３名であった。予

算規模も組織の維持とアンケート調査費に限ら

れる小規模なものだった。この規模は標準的な

ものだった。

　組織名称は行政組織の一部のような表記であっ

た１１）が、佐世保市に自治体シンクタンクが誕生

したという高揚感はあった。発足後１０カ月前後

にまとめた筆者の全国誌への投稿では、政策セ

ンターを発足させた佐世保市を政策自治体と表

現し、具体化しようとする自治体シンクタンク
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表２　自治体シンクタンクの類型と特性

備　　　　考特　　　　　　性類　　　型

研究の手法であると同時に、運
動の手法でもある。

住民生活に係る課題・分野を対象にするもので、市民
の視点を重視した住民主体を標ぼうしていることが多い。

市民・コミュニティ
シンクタンク

民間シンクタンクの自治体版。行政を中心とした活動や政策の支援を行う。民間シン
クタンクとして経営的自立を目指している。

自治体シンクタンク
（庁外設置）

庁内での立ち位置が多様なもの
になっている。

庁内に設置されたシンクタンクであって、秘書機能に
近いもの、企画機能に近いもの、研修機能に近いもの
の３つに分けられる。

自治体シンクタンク
（庁内設置）

県単位＝埼玉県
県内地方単位＝岩手県等の区分

組合設置等のシンクタンクで、庁外設置の自治体シン
クタンクや研修機能を兼務しているものもある。

広域シンクタンク

注：佐世保市政策推進センター（２０１９）４６頁から転載

表３　政策推進センターの事務分掌（２０１４年４月１日現在）

事務分掌組織及び氏名

○政策研究・推進に関すること
・自治法改正に伴う総合計画のあり方検討
・市民意識アンケートに関すること
・経営戦略会議に関すること
・総合特区、経済活性化検討に関すること
・大学等の支援・検討に関すること
・JRA 交付金、ふるさと融資に関すること
○広域行政の検討・推進に関すること
・定住自立圏研究、道州制情報収集、西九州北部開発

促進協議会、合併の検証など

（政策推進センター）
センター長
主任研究員
研究員

注：佐世保市資料



をその制度設計だと書いている１２）。そのポイン

トは政策サポートにおいて政策の提案力よりも

「決定力」を重視する観点だった。

　その理由は先にふれた政策の統合化に向けた

決定力こそ政策自治体の今日的テーマだと認識

していたことによる。また、政策センターがセ
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表４　佐世保市政策推進センターの動き（２０１３年８月～２０１９年３月）

担　 当 　者主　　な　　活　　動年　　月区分と期間

シンクタンク構想
担　　　当：辻　一臣

（政策経営課副主幹）

横須賀・戸田調査
議会シンクタンク質疑
庁内シンクタンク設置関する弘前提案
上越会議（第１回自治体シンクタンク研究
交流会議）

２０１３年（平成２５年）８月～
２０１４年（平成２６年）３月

準　　備
（８ヶ月）

４月１日に発足
主任研究員：辻　一臣
研　究　員：牟田耕平

課題発見ヒヤリング
国交省申請・国土政策フォーラム
地方創生準備作業

２０１４年（平成２６年）４月～
２０１５年（平成２７年）３月

立ち上げ
（１２ヶ月）

主任研究員：中野賢一
研　究　員：牟田耕平
係　　　長：塩見浩子

地方創生総合戦略策定
PPP/PFI 導入（２０１９年３月に PPP ハンド
ブック作成）

２０１５年（平成２７年）４月～
２０１５年（平成２７年）１１月

官民連携
（８ヶ月）

主任研究員：中野賢一
（２０１６年４月１日まで）
主任研究員：吉田哲博
研　究　員：牟田耕平

連携中枢都市研究
執務室移動
週報作成開始（１６年７月）
第４回自治体シンクタンク研究交流会議

（主催）
２０１６年度は発足３年目の見直し

２０１５年（平成２７年）１２月～
２０１７年（平成２９年）３月

広域連携
（１６ヶ月）

主任研究員：牟田耕平
研　究　員：奥　理恵

基本構想作業
庁内コンサルティング試行

２０１７年（平成２９年）４月～
２０１８年（平成３０年）３月

政策連携
（１２ヶ月）

主任研究員：佐保雄一
研　究　員：奥　理恵

（中島万幸）

行政 AI・観光研究
大学連携
公共政策研究講座
センター白書

２０１８年（平成３０年）４月～
２０１９年（平成３１年）３月

調査研究
（１２ヶ月）

注：佐世保市政策推進センター（２０１９）６頁から転載したものに一部付記。

　注：佐世保市資料

図１　政策推進センターの庁内における位置づけ



ンター長の私を含めて３名という体制も政策上

の提案力を求められているとは思えないものだっ

た。図１は発足当初に示された政策センターの

機能を表現する図式である。発足５年目から実

施されたが、市長からの検討指示をもらう成果

を出し切れていなかった。それまでの対応の中

で、政策センターの活動メニューも変わってい

たことにもよる。

　政策センターは２０１４年４月に発足したが、関

係資料によれば１年前に準備段階に入っていた。

表４は２０１３年８月からの動きを示しているが、

実際にはもう少し早い時期での動きがあったの

ではないかと思われる。政策センターは２０２０年

３月末で廃止された。ちょうど６年間の活動で

あった。表には２０１９年３月までの５年間を記載

しているが、活動状況はそれでおおむね表現で

きている。表に記載していない１年は２０１８年度

とほぼ同じであって、関係住民との坂道居住に

関するインフォーマルな調査活動を行っており、

調査研究という活動区分に含めてよいものであ

る。

　６年の活動をもう少し大括りにすると、準備

期から１年目の立ち上がりの時期、２年目から

４年目までの官民等の主体間の連携を求めた時

期、そして調査研究機能中心の時期の３つに区

分できる。このうち立ち上がりの時期には新し

い機能形成を担うという一種の高揚した気分も

あった。国交省に申請し実施した「国土政策

フォーラム」があった。そのタイトルは「九州

サブゲートウェイの拡張可能性～日本 西端地

域におけるフード観光の可能性～」であり、国

際クルーズ船のターミナルの完成記念イベント

としてターミナル施設において開催した１３）。

�　官民連携（地方創生ビジョン策定）

　国土政策フォーラムの準備の段階において、

人口減少社会対策の地方創生に向けての事業が

始まっていた。東京都を除く道府県と市町村を

対象に政府による大型の地域政策が始まった。

２０１４年度の政府補正予算をもって地方創生のた

めの総合戦略を次年度に策定することとされ、

否応なく市役所の全庁的政策展開が進められた。

政策センターはその事務局として動いた１４）。

　地方創生総合戦略は民間主導の地域政策の創

出だと認識していた。人口の社会減を抑え社会

増の地域に転換する。人口の自然減の環境を改
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表５　佐世保市の地方創生プロジェクト

ねらいプロジェクト名プロジェクトの系

◎市内の二大観光資源を中心
に米軍基地社会や国際クルー
ズ船受け入れによる観光を
構築する。

①　世界遺産で「させぼ西海国立公園九十九島」振興
②　海から稼ぐ観光客誘客
③　ハウステンボスとの連携で稼ぐ
④　アメリカタウン（まちづくり）

観光系

◎地域の産業と雇用を形成し
持続的定住基盤をつくる。

⑤　防衛資源を活かす
⑥　企業誘致推進
⑦　イノベーション促進
⑧　創業支援
⑨　次世代へつなぐ

産業づくり・育成系

◎若者をそれまでの流出構造
から人口流入を形成維持す
る構造に転換させる。

⑩　ＵＪＩターン促進
⑪　若者活躍促進
⑫　若者まちなか活躍

移住・定住促進系

◎自前の地域での豊かな生活
環境文化を創生する。

⑬　地域を支える健康長寿延伸
⑭　子ども・子育て支援モデル都市化
⑮　Positive life「実践・拡散」

豊かな生活環境系

◎地方創生文化を共有・拡散
する。

⑯　オール佐世保で総合戦略を動かす
⑰　ふるさと「させぼ」知名度向上

市域・広域への拡散系

注：本表のねらいは筆者の見方からのものであり、例示としてみていただきたい。佐世保市政策推進センター
（２０１９）１８頁から転載



善し自然増の地域に転換する。これが地方総合

戦略の基軸だが、その担い手は市民、地域社会、

企業等の民間だと認識していた。佐世保市の産

学金労言民福の各層からなる社会増部会と自然

増部会をつくって、繰り返し協議を重ね、５
　

 系

１７プロジェクト２６４事業案を作った。

　庁内シンクタンクとしての政策センターの役

割はここで終了し、それ以降には全庁的調整機

能を担う政策経営課が中心となり、関係課係が

担当することとなった。この役割交代が結果的

にはオール佐世保の社会増、自然増対策を弱く

していったと思われる１５）。

　地方創生をどう進めるのかという課題は政策

センターに残っていると認識していた。官の機

能を民に移行させることがやはり必要だと認識

していた。そんな中で政策センター研究員は地

元金融機関との関係を下に福岡市や九州大学と

の関係をつないで PPP、PFI の研究を始めてい

た。自治体の政府機能を民間に移譲し官と民の

適切な関係形成が必要だと認識していた。地方

創生事業はその辺りのメリハリが十分ではなかっ

たという状況からの出発でもあった１６）。

�　広域連携

　地方創生総合戦略を検討している過程におい

て、行政区域における合併後の広域化によるサー

ビス格差課題を抱えていた佐世保市は、周辺地

域との広域行政には積極的になれないでいると

感じていた。それでも佐世保市は２０１５年度に策

定した地方創生総合戦略文書には連携中枢都市

圏設置計画を記していた。

　政策センターは有識者と市職員による広域行

政研究会を組織し、成果に基づいてその在り方

を提言。その後は担当研究員が庁内部署を対象

に事務の広域化調査を行うと同時に、周辺自治

体との連携業務を進めた。連携中枢都市圏の形

成は、２０１７年度には政策経営課を中心としての

調査研究段階から周辺自治体との実践段階に入っ

た。ここで佐世保市を中心都市とした西九州さ

せぼ広域都市圏の形成は、政策センターの手を

離れ、全庁的な実務段階に入った１７）。

　遠隔型連携についてもふれておきたい。佐世

保市は旧軍港都市の横須賀市、呉市、舞鶴市に

おいて戦前戦後を通じて社会的行政的な交流が

あった。この４市は海軍、米軍基地、海上自衛

隊、海上保安庁等を抱える都市ということもあっ

て、明治時代以降今日まで同じような社会的課

題を抱えてきた。とりわけ、戦後以降の旧軍港

市転換においての４市連携は行財政上の連携が

進められていた。２０１６年４月には広域連携を前

提とした二つの都市圏の１つとしてこの４市連

携が日本遺産として指定された。それを契機に

遠隔型連携の研究を実施した１８）。

�　官官連携（基本構想）

　政策センターの発足に当たって、活動イメー

ジとして代表的なことは総合計画の策定であっ

た１９）。だが、その前に地方創生総合戦略、連携

中枢都市圏計画の策定があったこと、地域の軸

になる総合計画は市長及び市議の選挙後に行わ

れるべきだということで、その策定時期が２年

間遅らされた。その結果、第７次総合計画はそ

の策定を２０１９年度までとし、２０２０年度を初年度

とする計画となった。

　政策センターの役割は総合計画の基本構想案

の作成とされ、基本計画については政策経営課

（全庁的政策）と担当部局による策定とされた。

この２つの計画のバックアップとして外部シン

クタンクが活用された。基本構想案は政策セン

ターと政策経営課の計画班との議論が続けられ、

徐々に調査レベルから実務レベルに切り替えら

れた。その間、従来の未来研究としての過去の

趨勢や統計から将来動向を明らかにする方法（フォ

アキャスト）なのか未来想定から将来動向を明

かにする方法（バックキャスト）なのかの方法

論選択の論争があったが、計画班による前者の

方法で進められた。

　また、基本計画案については担当部局の専門

性が認識され全庁案ではなく個々の部局案が重

視され、政策センターによる調査研究の対象と
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はされなかった。その是非については企画部内

での議論はほとんどなかった。その点では、自

治体行政内における組織間の調整は行政機構を

超えて行われず、市民意向を踏まえ具体的な案

件の運用上において進める課題だと位置づけら

れたといってよい。

�　政策統合へのアプローチへ

　政策センターの設置から廃止までの６年を私

はそのリーダーとしてかかわった。自治体シン

クタンクというしくみの役割をどう認識すれば

いいのか。シンクタンクという組織の形状とわ

が国の行政においての実践をみても多義的であっ

て、その役割認識は人や立場によって異なるも

のである。自治体シンクタンクは政策コーディ

ネーターの組織だという認識、人材育成のしく

みという見方、市政に関するデータセンター機

能の集積所、調査研究に徹する組織などがあっ

た。そのいずれであっても、自治体シンクタン

クは自治体の政策統合過程での活動として位置

付けられることで、その存在が認められる。

　政策センターでの活動で感じていたことは理

想と現実の乖離であった。一般論としても官僚

主義を基調とした自治体行政にあっては、統合

よりも分散への力が働く。政策在庫に置かれて

いる政策やそれを支える財源、場合によっては

人材まで、縦割り的であり、タコツボ的である。

統合よりも分散の力が強いものである。自治体

での政策統合は地域の個性や魅力を結集させよ

うとするものであって、トップマネジメント等

の強力な機能を要する。統合化はそんな難しい

条件下において行わるものである。つまり、統

合は政策へのこだわりに裏付けられた実践的突

破力を備えることが必要である。先にふれた企

画調整機能や総合計画はすぐれてトップマネジ

メント強化の手段である。ここで検討した政策

センターもまた政策統合のためのしくみだった。

　このような問題意識において予め対処してい
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　注：佐世保市政策推進センター（２０１９）４８頁から転載

図２　埼玉県戸田市のトップマネジメントと政策研究所（自治体シンクタンク）の位置



る自治体シンクタンクが戸田市の政究所である。

図２に示しているように、発足に当って秘書課

と企画課を融合させて政策秘書室を設けている。

新たな機能に「自治体シンクタンク」の戸田市

政策研究所を重ね合わせるように設置された。

この動きは組織機構としては一般的なものでは

ないが、トップマネジメントの強化と庁内シン

クタンクのメリット活用の両者を志向した対応

である。政策研究所長は副市長を充て、市長と

の依頼と提言関係、庁議と研究所活動の連携を

進めることとしている２０）。

５．お わ り に

　自治体にあっての政策統合は、政策の専門性

を重視すれば、縦割り化調整等を行う必要性が

高まるものである。政策センターという自治体

シンクタンクを運用するなかで、そのことを強

く感じていた。キーワードは政策連携であって、

市民と行政の連携（官民連携）としての地方創

生総合戦略、周辺自治体との連携（広域連携）

としての連携中枢都市の形成、行政内部の政策

間連携（官官連携）としての基本構想の策定を

進めた。そこでの活動の基本はトップマネジメ

ントによる全庁的政策推進であった。

　それにしても、自治体シンクタンクとしての

期待と役割をどこまで担えたのか誠に心許ない。

後に、本稿を終えるに当たって、政策センター

の設置から継続的に運用を支えていただいた朝

長則男佐世保市長、弘前大学から佐世保市への

異動を進めていただい西本眞也教育長、政策セ

ンターの発足からセンター長就任、退職まで公

私ともに支えていただいた中島勝利企画部長に

は心より謝意を申し上げる。

注記

１） 政策在庫とは通常は部課別組織として装置化さ

れていることを指す筆者の造語である。地域経営

上のストーリー以前に地域社会における機能分類

に従っている。その点では、自治体機能として収

納されている政策という点で政策在庫と表現して

みた。政策在庫はそこまでは地域社会に生じる課

題解決の準備ができていることを指しているだけ

で、どのように進めるのかが明らかではない。

２） 政策統合という用語は学術的には一般的ではな

い。ただ、使われているジャンルとしては地域の

国際化や多文化共生に関する社会的統合や狭義の

環境政策を軸にその周辺的政策や事業をルール化

する環境政策統合がある。

３） 典型的なものは１９６８年に発足した横浜市企画調

整室であり、政策的総合性（ここでいう政策統合）

のある事務事業が展開されていた。その動向につ

いては、田村明（１９８７年）を参照。

４） 田村明（２００６）は横浜市における企画調整機能

を活用して進めた１９の事務事業を提示している。

いずれも行政の担当部局を超え、行政と市民の関

係、専門性の障壁も超えたものであった。

５） 金井利之（２０２０）は 近の自治体総合計画は国

（中央省庁部局）の要請を受ける機能を持とうと

していることを指摘している。分権改革の過程が

進んでいるという現代の状況認識からすれば、こ

れらの計画機能の変質は計画の増加は集権への動

きではないのかということである。ここでの「集

権  逆　流  」とは計画を使っての集権へのバック
バックフラッシュ

フラッシュだというのである。

６） 今井照（２０１８）５３頁～５８頁

７） 金井利之（２０２０）１６頁～１８頁

８） 吉田渉（２０１８）「自治体における社会統合政策

の現状と課題―自治体に対するアンケート調査を

もとに―」社学研論集 Vol.３１　１３頁～２７頁

９） 森晶寿（２０１１）「環境保全への政策統合（EPI）

による経済発展方式の転換」環境研究 No１６１ １０３

頁～１１０頁．大野智彦（２０１８）「環境政策統合の政

策過程分析―１９９７年河川法改正を事例として」環

境経済・政策研究１頁～１５頁

１０） 典型的なものは、自治体内での組織横断的なプ

ロジェクトの結成がある。

１１） 本シンクタンクの準備段階において、企画部と

の間で組織名称をどうするかという意見を組織の

長を予定されていた私に提案を求められた。その

際に大きく分けて２つの案を考えていた。１
　

 つは

新しい組織ニュアンスを示すことであり、もう１

つは既存組織に類似する名称だった。前者であれ

ば、「未来」や「研究」という用語を使うべきで

あるし、後者であれば企画調整的機能を表現する

のがいいと思った。結果として後者による案を提

案した。自治体シンクタンクとしての役割は政策

現場からの改革だと考えていたことによる。
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１２） 筆者はこの組織を自治体シンクタンクだと認識

し、その報告を日本地域開発センターの機関誌

「地域開発」に寄稿している。発足後１０か月前後

の執筆であって、自治体シンクタンクを設置する

自治体を政策自治体だと認識しその立ち位置を検

討している。檜槇貢（２０１５）参照。

１３） 佐世保市政策推進センター（２０１６）１６頁、１７頁

にはその概要が示されている。

１４） 檜槇貢（２０１７a）には地方創生へのアプローチ

の実態を記述している。その前年に政策センター

が発足しており、庁内シンクタンクとしての役割

が問われていると感じていた。センター長として

の私は、行政サイド活動能力を見誤っていたのか

もしれない。その結果、調査研究の枠組みを超え

たものとなった。

１５） 檜槇（２０１７a）４４頁～４６頁には自治体シンクタ

ンクの事業推進の難しさをまとめている。

１６） 佐世保市政策推進センター（２０１９）１９頁、２０頁

参照。

１７） 調査研究段階から実践段階への移行に当たって

は、それまでの担当研究員（主任研究員）を政策

経営課内異動によって行っている。庁内シンクタ

ンクなればこその動きであった。

１８） 檜槇貢（２０１６）「政策提言　遠隔型連携による

都市力形成の可能性：地理的近接性に頼らぬ、も

う一つの広域連携」地方行政（時事通信社）２０１６

年７月２８日、檜槇貢（２０１７b）１３０頁～１４８頁。

１９） シンクタンクという用語は、わが国の自治体で

はこれまで総合計画の原案を作成する団体やしく

みを指してきたこともあって、総合計画の策定は

理解されやすいものだった。

２０） 戸田市では２０１９年の市長選によって市長が交代

している。これによって戸田市政策研究所の組織

は変わっていないが、副所長（政策室長）異動の

人事が行われている。
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